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D-383 心電図検査（高血圧症等）の算定について 

 

《令和 7 年 3 月 6 日新規》  

 

○ 取扱い 

1 次の傷病名に対する D208心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導

を含む最低 12 誘導又は「5」その他（6 誘導以上）の算定は、原則とし

て認められる。 

 ⑴ 高血圧症 

 ⑵ 前胸部痛（初診時） 

2 次の傷病名に対する D208心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導

を含む最低 12 誘導又は「5」その他（6 誘導以上）の算定は、原則とし

て認められない。 

 ⑴ 胃炎 

 ⑵ 気管支喘息 

 ⑶ 肋間神経痛 

 ⑷ 高尿酸血症 

 

○ 取扱いの根拠 

 心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12 誘導は、心筋

の興奮を体外から電位変化として記録するもので、虚血性心疾患などの循

環器疾患の診断、経過観察を行う上で最も基本的な検査である。また、「5」

その他（6 誘導以上）も 12 誘導心電図と同様の目的で、緊急時、測定時

間短縮を図る場合などに用いられる。 

 高血圧症の患者の場合、心臓への負荷、特に左室肥大などの循環器合併

症の診断、経過観察に有用であり、また、狭心痛の可能性が高い前胸部痛

においては、虚血性心疾患の早期診断に有用である。 

 以上のことから、上記 1 の高血圧症及び前胸部痛（初診時）に対する

D208心電図検査「1」四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低 12誘導又は

「5」その他（6 誘導以上）の算定は、原則として認められると判断した。 

 一方、2の傷病名は、必ずしも心臓に負荷のかかるものではなく、心電

図検査の有用性は低いことから、原則として認められないと判断した。 

 


